
別紙 
 

「@nifty 光 with フレッツ」・「@nifty 光ライフ with フレッツ」利用規約新旧対照表 

 
新 旧 

改訂︓ 2026 年 3 月 1 日 

 

第 4 条（料⾦について） 

（略） 

2.前項にかかわらず、以下のサービスにかかる料⾦については、当該利⽤会員がＮＴＴ東日本またはＮ

ＴＴ⻄日本へ直接⽀払うものとします。 

o 1）フレッツ光等の利⽤料⾦（「光ライフ with フレッツ」の場合に限ります。） 

o 2）ブロードバンドユニバーサル料⾦ 

o 3）フレッツ光契約料 

o 4）フレッツ光等に係る初期費⽤および工事費⽤ 

o 5）ひかり電話に係る料⾦ 

o 6）フレッツ・テレビに係る料⾦ 

o 7）リモートサポートサービスに係る料⾦ 

o 8）その他フレッツ光のオプションサービス等に係る料⾦ 

改訂︓ 2025 年 7 月 1 日 

 

第 4 条（料⾦について） 

（略） 

2.前項にかかわらず、以下のサービスにかかる料⾦については、当該利⽤会員がＮＴＴ東日本またはＮ

ＴＴ⻄日本へ直接⽀払うものとします。 

o 1）フレッツ光等の利⽤料⾦（「光ライフ with フレッツ」の場合に限ります。） 

o 2）フレッツ光契約料 

o 3）フレッツ光等に係る初期費⽤および工事費⽤ 

o 4）ひかり電話に係る料⾦ 

o 5）フレッツ・テレビに係る料⾦ 

o 6）リモートサポートサービスに係る料⾦ 

o 7）その他フレッツ光のオプションサービス等に係る料⾦ 

 


